
ツアー番号
U24-26 インターネット予約限定商品

Ｊ Ｒ 九 州 オ リ ジ ナ ル ツ ア ー

※幼児（小学生未満）で座席が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。
■旅行代金に含まれるもの：ことこと列車代、JR 券代、昼食代（お弁当）、
　貸切バス代、スロープカー代、夕食代（お弁当）
■発着駅：博多駅　■最少催行人員：20 名　■食事：朝 0 回、昼１回、夕 1 回

当ツアーはみやま市グリーン ・ ツーリズム推進協議会の助成を受けて実施いたします。

◆出発日◆2025年◆出発日◆2025年

２24２24月
日帰り日帰り

休日

旅行代金 お一人様あたり

大　人

こども

7,500円

5,000円
（小学生）

※幼児（小学生未満）のお子さまについて、

①無料で参加できますが、各体験や昼食はございません。

②昼食のみご希望の場合は、お一人様 800 円（税込）で承ります。

　（要事前予約 / 当日・現地払い）

③座席・食事が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。

■旅行代金に含まれるもの：ＪＲ券代、貸切バス代、昼食代、

　セロリ収穫 & 料理体験料代

■発着駅：博多駅　■最少催行人員：15 名　

■食事：朝 0 回、昼１回、夕 0 回

みやまカフェ SPON
約 50 分

行程
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※セロリ一株のイメージ

昼食

※セロリ栽培ハウス
のイメージ

※セロリ栽培ハウス
のイメージみ
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まるごと食べつくせ！
みやま市セロリ収穫＆

料理体験ツアー
セロリ

＼今年もやります！／

作りを体験！ご自身で作ったセロリ漬けと
バーニャカウダソースは、お持ち帰りいただ
けます。料理体験後は、セロリ羊羹のご試食
とお茶をご提供♪(お一人様 1セット /幼児
除く )

みやま市の新鮮な食材をたっぷり味
わえるレストランとカフェテリア♪
※こども旅行代金の昼食は「お子さまランチ」
　となります。

つばめ 322 号筑後船小屋駅
15:44 発

博多駅
16:09 着自由席

つばめ 317 号
博多駅
9:36 発

筑後船小屋駅
10:00 着

セロリ栽培ハウス
約 60 分

道の駅みやま
約 40 分

買物

自由席

〔凡例〕　　　  ：JR、　　　   ：貸切バス（県南交通バス）

※昼食のイメージ

「旨辛セロリ漬け」「旨辛セロリ漬け」
「セロリのバーニャカウダソース」「セロリのバーニャカウダソース」

と

セロリの収穫＆採れたてセロリの試食を
お楽しみください♪セロリ一株お持ち帰り
いただけます！ (お一人様一株 /幼児除く )

みやま市総合市民センター
MIYAMAX

約 90 分

セロリ料理体験 ・ 試食

添乗員は同行しませんが、バス行程部分は JR 九州社員がご案内いたします。



＜国内募集型企画旅行条件書（抜粋）＞
1．募集型企画旅行契約
この旅行は、 九州旅客鉄道㈱（観光庁長官登録
旅行業第 965号。 以下 「当社」 といいます）が企
画 ・募集し実施する旅行であり、 この旅行に参加さ
れるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅
行契約」 といいます）を締結することになります。 又、
旅行契約の内容 ・条件は、 出発前にお渡しする確
定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約
の部によります。
2．旅行のお申込みと旅行契約の成立
(1)①当社、②旅行業法で規定された「受託営業所」
（以下①②を併せて 「当社ら」 といいます。）にて必
要事項をお申し出のうえ、 お申込み金または旅行代
金の全額を添えてお申込みいただきます。 申込金は
「旅行代金」 「取消料」 「違約料」 のそれぞれ一部ま
たは全部として取扱います。 但し、 特定の旅行商品
については申込時に旅行代金の全額をお支払いいた
だきます。
(2) 当社らは、 電話・郵便・ファクシミリ ・インターネッ
トその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込
みを受け付けます。 なお、 特定の旅行商品について
は別途パンフレットの定める申込手段に限定させていた
だきます。 この場合、 予約の時点では契約は成立し
ておらず、 当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日
から起算して 3日以内にお申込内容を確認のうえ、
お申込金または旅行代金の全額の支払いを行ってい
ただきます。 この期間内にお申込金または旅行代金
の全額の支払いがなされないときは、 当社はお申込み
はなかったものとして取り扱います。
(3) 旅行契約は、 当社らが契約の締結を承諾し、
お申込金または旅行代金の全額を受領したときに成
立するものとします。
(4) 旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合に
は予約お申し込み時にお申し出ください。 当社は可
能な範囲でこれに応じます。
(5) 通信契約による旅行契約は、 当社らが申し込み
を承諾する通知が旅行者に到着した時に成立します。
3．旅行代金のお支払い
(1) 旅行代金は、 旅行開始日の前日から起算して、
さかのぼって 14 日前に当たる日（以下 「基準日」 と
いいます。）より前にお支払いいただきます。
(2) 基準日以降にお申し込みされた場合は、 申込時
点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いい
ただきます。
4．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃 ・料金（注釈
のない限り普通席）、 宿泊費、 食事料金、 観光料
金（入場料金等）及び消費税等諸税。 諸費用は

お客様の都合により、 一部利用されなくても払い戻し
はいたしません。
5．旅行代金に含まれないもの (一部例示いたしま
す）
個人的性質の諸費用及びそれに伴うサービス料（ク
リーニング代、 電話料金その他追加飲食など）。 お客
様のご希望によるお一人部屋使用等の追加料金。
6．お客様による旅行契約の解除
旅行契約の成立後、 お客様のご都合で旅行を取り
消される場合には、 旅行代金に対してお一人様につ
き下記の料率で取消料を申し受けます。

7．当社の責任及び免責事項
(1) 当社は、 旅行契約の履行に当たって、 当社又
は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を
与えたときは、 その損害を賠償する責に任じます。 た
だし損害発生の翌日から起算して 2年以内に当社に
対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に掲げるような事由により損害を被ら
れた場合、 当社は (1) の責任を負いかねます。
①天災地変、 戦乱、 暴動又はこれらのために生ずる
旅行日程の変更、 旅行の中止②運送･宿泊機関等
の事故もしくは火災により発生する損害③運送･宿泊
機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じ
る旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命
令等によって生じる旅行日程の変更、 旅行の中止⑤
自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の
遅延、 不通、 スケジュール変更、 経路変更など、
又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的
地滞在時間の短縮
(3) 当社は、 手荷物について生じた本項 (1) の損害
については、 同項の規定にかかわらず、 損害発生の
翌日から起算して 14日以内に当社に対して通知が
あったときに限り、 お客様 1名につき 15 万円（当社
の故意又は重大な過失がある場合を除きます）を限
度として賠償します。
8．特別補償
(1) 当社は、 当社の責任が生ずるか否かを問わず、
当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）の
特別補償規定により、 お客様が募集型企画旅行参

加中に急激かつ偶然の外来の事故により、 その生命、
身体又は手荷物の上に被られた一定の損害につい
て、 死亡補償金として 1,500 万円、 入院見舞金と
して入院日数により 2万円～ 20万円、 通院見舞
金として通院日数により 1万円～ 5万円を支払いま
す。 携行品にかかる損害補償金は、 旅行社 1名に
つき 15 万円を限度とします。 ただし、 補償対象品
の一個または一対については、 10 万円を限度としま
す。
(2) 当社が責任を負うことになったときは、 この補償金
は、 当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に
充当します。※その他、 適用の条件並びに適用外と
なる事項については、 当社国内募集型企画旅行条
件書をご参照ください。
9．個人情報の取扱いについて
(1) 当社らは、 ご提供いただいた個人情報について、
お客様との連絡や運送 ・宿泊機関等の手配のために
利用させていただくほか、 必要な範囲内において当該
機関等に提供いたします。
(2) 当社は、 当社グループ企業が取扱う商品、 サー
ビスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあ
ります。
(3) 上記の他、 当社の個人情報の取扱の詳細につ
いては、 当社ホームページをご参照ください。
10．ご旅行条件の基準
この旅行条件は 2025 年 1月 1日を基準としていま
す。 又、 旅行代金は 2025 年 1月 1日現在の有
効な運賃 ・規則を基準として算出しています。
★旅行業務取扱管理者とは、 お客様の旅行を取り
扱う営業所での取引に関する責任者です。 ご不明な
点があれば、 遠慮なく記載の取扱管理者にお尋ねく
ださい。
★安心してご旅行をしていただくために、 国内旅行傷
害保険の加入をお勧めいたします。

■お申込みのご案内■詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前に確認のうえお申込みください。

お問合せ

九州旅客鉄道株式会社

観光庁長官登録旅行業第 965号

〒812-8566

福岡市博多区博多駅前3丁目25-21

（一社） 日本旅行業協会正会員

　旅行業公正取引協議会会員

ＪＲ九州トラベルデスク

電話番号 ： 092-482-1489

営業時間 ： 9:30 ～ 16:00

土 ・ 日祝日休業

住所 ：〒812-8566

　福岡市博多区博多駅前3丁目25-21

総合旅行業務取扱管理者　岡田貴就

　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上大樹

旅行企画・実施

旅行契約の解除期日 取消料

●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

①10日目にあたる日以降の解除（②～⑤除く）

②7日目にあたる日以降の解除（③～⑤除く）

③旅行開始日の前日の解除

④旅行当日の解除

⑤旅行開始後の解除または無連絡不参加

日帰り旅行

旅行代金の 20％

旅行代金の 30％

旅行代金の 40％

旅行代金の 50％

旅行代金の 100％

インターネット予約方法

QRコードからでも
予約ページへ
アクセス！

JR九州トラベルデスク 検索

検索トップの「JR九州トラベルデスク」よりアクセス後、

※旅行代金のお支払いは【クレジットカード決済限定】となります。
※人数変更等の詳細につきましては「STORES予約ページ」をご確認ください。

をクリック！

《注意事項》※座席はすべて自由席です。（新幹線はパンフレットに記載の列車のご利用です。）※他のお客さまと相席になる場合がございます。
※途中駅での乗降はできません。※運用上の都合により、車両等の変更または催行中止となる場合がございます。
※STORES にて申し込みの際は必ず同行者の入力を行っていただきますようお願いいたします。STORES のご入力のないお客さまのツアーの参加は
お断りさせていただきます。予めご了承ください。

みやま市産のセロリ
みやま市のセロリは
西日本一の生産量を
誇ります。
矢部川流域の肥沃な
土地で育ったセロリ
は新鮮でみずみずし
く、「道の駅みやま」
でも看板商品と
なっています。

みやま市の新鮮な
食材をたっぷり
味わえるレストラン
とカフェテリアです。
ツアー専用メニュー
をお楽しみください♪

みやまカフェSPON
福岡県みやま市

※セロリ栽培ハウスのイメージ

※昼食のイメージ

どこまでも広がる筑後平野の

一部にある「みやま市」。温暖

な気候風土に恵まれ、福岡

県の代表的な農業地

帯として知られて

います。おいしい野

菜や果物が育つ広大な大地で、

みやま市の“おいしい”を

感じてみませんか？

福岡県

みやま市

みやま市のキャッチコピー
「くらし調う、みやま有明。」

それは、食べたり、何かをつくったり、寛
いだり、くらしをカタチづくる様々な営み
を通して、自分も誰かも心や身体が調律さ
れるようなまちづくりを行っていきたい。
という宣言を表した言葉です。


